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第７６号議案参考資料  

議  案  名  

 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例  

 

 

１  提案理由  

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員制

度の導入に係る関係条例の規定の整備を行いたいので、この案を提出す

るものである。  

 

２  改正の内容  

(1) 桶川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正  

（改正条例第１条関係）  

   会計年度任用職員の減給の効果について規定する。        

                        （第３条関係） 

(2) 桶川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正  

（改正条例第２条関係）  

  会計年度任用職員の休職の期間について規定する。  

（第３条関係）  

(3) 桶川市職員の給与に関する条例の一部改正  

（改正条例第３条関係）  

 ア  給料表及び等級別基準職務表について、引用部分の整理を行う。  

（第３条関係）  

  イ  会計年度任用職員の給与等について、別に条例で定めることを規

定する。                  （第１７条の８関係） 



－ － 2 

(4) 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正               （改正条例第４条関係）  

特別職非常勤職員の報酬について整理を行う。    （別表関係） 

(5) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正  

（改正条例第５条関係）  

   題名を「桶川市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例」に改

める。                       （題名関係） 

   会計年度任用職員として任用される現業職員の給与について、桶川

市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の例によるこ

ととする規定を追加する。  

         （第１８条関係）  

(6) 桶川市公民館設置及び管理条例の一部改正  

（改正条例第６条関係）  

   非常勤の館長の任期に係る規定を削る。    （第６条関係）  

(7) 桶川市職員の旅費に関する条例の一部改正  

（改正条例第７条関係）  

   地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職

員について、旅費に関する適用の規定を除外する。  （第２条関係） 

(8) 桶川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正  

（改正条例第８条関係）  

 ア  非常勤職員の育児休業の取得要件について規定する。  

                         （第２条関係） 

 イ  非常勤職員が取得できる育児休業の期間について規定する。  

                       （第２条の３関係） 

ウ  非常勤職員が１歳６か月から２歳に達するまでの子を養育するた

めの育児休業を取得できる場合について規定する。  

                  （第２条の４関係）  
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 エ  イ及びウの改正に伴い、条の繰り下げを行う。（第２条の５関係） 

 オ  育児休業を再度取得することができる特別な事情について追加す

る。  

                         （第３条関係） 

カ  育児休業をしている会計年度任用職員の期末手当の支給について

規定するとともに、勤勉手当の支給の適用を除外する。  

        （第７条関係）  

  キ  育児休業をした会計年度任用職員の職務復帰後における号給の調

整について、適用を除外する。          （第８条関係） 

 ク  表中の引用部分について整理を行う。     （第１７条関係）  

  ケ  短時間勤務職員に係る読替規定を削る。    （第１９条関係）  

 コ  部分休業の取得要件について整理を行う。   （第２１条関係）  

 サ  非常勤職員の部分休業への承認について規定する。  

（第２２条関係）  

 シ  部分休業をしている職員の給与の取扱いについて規定する。  

            （第２３条関係）  

(9) 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正  

（改正条例第９条関係）  

 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇について、別に規則で

定めることを規定する。             （第１９条関係）  

(10) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正  

（改正条例第１０条関係）  

職員の派遣について、引用部分の整備を行う。   （第２条関係） 

(11) 桶川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正  

（改正条例第１１条関係）  

地方公務員法第２２条の２第１項第１号に定める会計年度任用職

員について、報告事項に関する規定の適用を除外する。  
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（第３条関係）  

(12) 桶川市教育センター設置及び管理条例の一部改正  

（改正条例第１２条関係）  

非常勤の所長の任期に係る規定を削る。      （第５条関係） 

 (13) 桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正  

                     （改正条例第１３条関係）  

   (3)の改正に伴い、引用部分の削除を行う。    （第１０条関係） 

 

３  施行期日  

  令和２年４月１日  

 

４  例規集  

 (1) 桶川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例  

   第１巻  ２，６０９ページ  

 (2) 桶川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例  

   第１巻  ２，５８１ページ  

(3) 桶川市職員の給与に関する条例  

   第１巻  ３，７２７ページ  

(4) 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する  

条例  

   第１巻  ３，５３９ページ  

 (5) 現業職員の給与の種類及び基準に関する条例  

   第１巻  ４，０５９ページ  

 (6) 桶川市公民館設置及び管理条例  

   第２巻  ４４５ページ  

 (7) 桶川市職員の旅費に関する条例  

   第１巻  ４，２０１ページ  
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 (8) 桶川市職員の育児休業等に関する条例  

   第１巻  ２，７０１ページ  

 (9) 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例  

   第１巻  ２，６８７ページ  

 (10) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例  

   第１巻  ２，５６１ページ  

 (11) 桶川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例  

   第１巻  ２，５６５ページ  

(12) 桶川市教育センター設置及び管理条例  

  第２巻  １９９ページ  

(13) 桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例  

  第１巻  ２，５４１ページ  


